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福島第一原子力発電所５号機
 「原子炉隔離時冷却系の機能喪失における保安規定違反」

 事象に関する根本原因分析の実施
 および再発防止対策の策定について

平成２２年１１月３０日
東京電力株式会社
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平成22年９月２日午前11時１９分，原子炉隔離時冷却系※の定例試

 験（毎月１回）を実施したところ，当該系統のタービンが自動停止した。

事象の概要

※原子炉隔離時冷却系：通常の原子炉給水系が使用できなくなり，原子炉

 水位が低下した場合において，原子炉の蒸気を駆動源にしてポンプを回し，

 原子炉の水位確保および炉心の冷却を行う系統。なお，本系統は非常用炉

 心冷却系ではない。

FT

ﾀｰﾋﾞﾝ

ポンプ

原子炉

蒸気入口弁蒸気止め弁

ＲＣIＣ蒸気加減弁
流量計

復水貯蔵タンク

ＲＣＩＣ

テストバイパス弁

ＲＣＩＣ系統概要

午前11時26分，保安規定で定める｢運転上

 の制限｣を満足していないと判断した。

停止

1F-5保安規定違反の概要 〔1/5〕
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調査結果

FT

ﾀｰﾋﾞﾝ回転数検出器
（ﾀｰﾋﾞﾝ回転速度）

ﾀｰﾋﾞﾝ

ポンプ

原子炉

蒸気入口弁蒸気止め弁

ＲＣIＣ蒸気加減弁

リモートサーボ

流量計

リンク機構

「
開
」
側
動
作
方
向

「
閉
」
側
動
作
方
向

「開」側油圧

「閉」側油圧

復水貯蔵タンク

ＲＣＩＣ

テストバイパス弁

CV開度制御器

（EGR）

RCIC制御装置※

給水速度指令

タービン回転速度指令

弁（ＲＣＩＣ蒸気加減弁）開度指令

FIC（RCIC流量調整器

 

）

RCIC制御装置は、FIC（RCIC流量調整器）からの

 

信号（目標とする流量）を受け、必要なタービン

 

の回転数やRCIC蒸気加減弁の開度（タービンへの

 

蒸気の供給量）を算出し、RCIC蒸気加減弁の開度

 

信号（弁開度指令）を送る。
※

原子炉隔離時冷却系の蒸

 気の量を加減する弁を制

 御する信号ケーブルが取り

 外されていた。

1F-5保安規定違反の概要 〔2/5〕
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リモートサーボ 「開」側油圧

「閉」側油圧

CV開度制御器

（EGR）

RCIC制御装置※

給水速度指令

タービン回転速度指令

弁（ＲＣＩＣ蒸気加減弁）開度指令

FIC（RCIC流量調整器

 

）

ＲＣIＣ蒸気加減弁

リンク機構 原子炉隔離時冷却系の蒸

 気の量を加減する弁を制

 御する信号ケーブルが取り

 外されていた。

６号機の点検作業時等に使用さ

 れる安全処置の作業表示札が取

 り付けられていた。

信号ケーブルの取り外しは８月
１６日に実施

保安規定（第４１条

 

原子炉隔離時冷却系）

運転上の制限：動作可能であること

動作不能の場合、１０日間で動作可能の状態に復旧する。

措置を完了時間内に達成できない場合、高温停止及び原子炉

 
圧力を１．０４ＭＰａ未満にする。

平成２２年８月１６日から９月２日

 までの間，ケーブルを当社当直員

 が誤って外していた。

保安規定違反

1F-5保安規定違反の概要 〔3/5〕
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保安規定（第４１条

 
原子炉隔離時冷却系）

保安規定違反

原子炉の状態が運転、起動及び高温停止において、

 
原子炉隔離時冷却系が動作可能であること

Ａ１

 

原子炉隔離時冷却系を動作可能な状態に復

旧する（１０日間で完了）

Ａ２

 

自動減圧系の窒素ガス供給圧が０．８３ＭＰａ

以上であることを確認する（速やかに実施）

Ａ３

 

高圧注水系について動作可能であることを確

認する（速やかに実施）

運転上の制限

運転上の制限を満足しない場合の措置

９月２日の定例試験において、タービンが

 
自動停止したことから、午前11時26分に

 
保安規定で定める｢運転上の制限｣を満

 
足していないと判断した。

Ａ１：８月１６日から９月３日（１９日間）動作不能

Ａ２：９月２日に確認

Ａ３：９月２日に確認

一定期間，当該系統の機

 
能喪失が継続した

違反が発生した根本原因を究明し，再発

 
防止策を策定の上，12月27日までに報告

原子力安全・保安院指示

1F-5保安規定違反の概要 〔4/5〕
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1F-5保安規定違反の概要 〔5/5〕

原因

５号機のケーブルを取外す手順となった。

安全処置の系統構成･作業安全を主眼に確認

中操・現場間での安全処置実施号機の認識違

 
い(処置実施時、実施号機までは伝えていない)

暫定対策

６号機安全処置作成時に使用する図面（ＥＣＷＤ）

 
を電子システムから印刷する際、誤って５号機の

 
図面を印刷、使用してしまった。

本人は号機の間違いに気付かなかった

ＥＣＷＤの号機の誤りに気付かなかった

１．安全処置等の作成・審査時には、号機間

 
違いを防止するため、添付資料（P&ID、

 
ECWD等）が当該号機のものであることを再

 確認する。

２．対象号機以外の場所で安全処置等を行

 
う場合には、作業前に中操・現場間で連絡を

 
取り合い、作業場所に相違がないことを再確

 
認する。

３．関係者にて事例検討を行うとともに、非

 
常用炉心冷却系やＲＣＩＣなどの号機単独の

 
設備については、当該号機以外に跨って作

 業することがないことの再認識を図る。
今後の対策方針

今後引き続き、根本原因の究明を行うとともに、再発防止対策

 を検討していく。

作
成

操
作

承
認

 

審
査

５号機原子炉隔離時冷却系の蒸気の量を加減する弁を制御する信号

 ケーブルが、６号機の作業に伴う安全処置により取り外されていた。
直接要因

ケーブル取り外しを行った当直員は，何らかの理

 
由により５号機のケーブルを取り外すものと考え

 
ていた。
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根本原因分析について〔1/ 6〕



 
規制要求事項（原子力安全・保安院

 
内規）



 
「根本原因分析の手順に関する要求事項」



 
民間規格

 
（上記規制要求事項を満足するもの）



 
原子力発電所における安全のための品質保証規程

（JEAC4111-2009）附属書「根本原因分析に関する要求事項」



 
当 社



 
保安規定（第２章

 
第３条

 
8.5.2

 
是正処置，8.5.3

 
予防処置）



 
原因分析の実施マニュアル

根本原因分析の位置付け
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根本原因分析の流れ

基本プロセス 具体的な活動

１ 分析対象の決定 ・不適合管理委員会が分析実施を指示

２ 分析チームの決定、分析活動計画策定

・分析チームを立ち上げ、分析活動実施

・分析活動報告書を作成し、対策実施部門に提出

３ 事象の把握と問題点の整理〔時系列図〕

４ 分析の実施〔背後要因図〕

５ 対策検討、提言

６ 対策決定・実施
・対策実施部門は分析活動報告書を踏まえ、対策

実施計画書」を作成し、対策を実施

＊原因分析の実施マニュアル抜粋

根本原因分析について〔2/6 〕
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～分析～

①時系列図の作成

②問題点の抽出

③背後要因図の作成

～対策～

④対策案の検討

根本原因分析手順

根本原因分析について〔3/6 〕

次頁以降で説明
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※問題点

・マニュアル,手順，ルールに違反している点

・通常から異なるやり方をした点

・第三者の観点から問題と思われる点

・人間の行動ではないが問題と思われる点

（作業環境や設備の状況等）

※問題点

・マニュアル,手順，ルールに違反している点

・通常から異なるやり方をした点

・第三者の観点から問題と思われる点

・人間の行動ではないが問題と思われる点

（作業環境や設備の状況等）

①時系列図の作成

②問題点の抽出

Aさん Bさん Cさん

10:00

12:00

14:00

○○○

○○○

○○○

○○○

○○○

問題点

時系列図（イメージ）

根本原因分析について〔4/6 〕

「何が,どのように起こったのか」を正しく理解するために情報を

 広く収集し，時系列に整理

必要に応じて関係者へのインタビュー等を実施して調査

 時系列図から問題と思われる点を抽出
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③背後要因図の作成

背後要因図（イメージ）

再発防止

したい事象

背後要因

背後要因

背後要因

背後要因

背後要因

背後要因

背後要因

背後要因

問題点

なぜ？

だから

根本原因分析について〔5/6 〕

再発防止したい事象を起点とし、その背後要因図を作成

○「なぜこの事象が引き起こされたのか」を理解するため，

背後要因の因果関係を表す全体像を明らかにする

○因果関係の論理性を重視する。(なぜ？

 
⇔だから)

○設備,環境,管理など多面的な視点から，背後要因を追ってゆく。
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④対策案の検討

背後要因図（イメージ）

再発防止

したい事象

背後要因

背後要因

背後要因

背後要因

背後要因

背後要因

背後要因

背後要因
対策

対策

対策をとることで背後要

 因の連鎖を断ち切る

問題点

問題点

根本原因分析について〔6/6〕

再発防止したい事象（問題点）にいたる背後要因の連鎖を

すべて断ち切るように対策を考える。
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９月 １０月 １１月

分析対象決定

分析活動

〔時系列図、背後要因図〕

対策検討

対策提言

対策決定

▼

9/28

・リーダー：品質安全部

 

品質保証ＧＭ

・メンバー：品質安全部

 

品質保証グループ

 

〔２名〕

品質安全部

 

品質管理グループ

 

〔２名〕

第二運転管理部

 

発電グループメンバー

 

〔１名〕

第一運転管理部

 

作業管理グループ（１･２号）

 

〔１名〕

分析チーム構成

活動スケジュール実績

１F-5
 

RCICでの根本原因分析
 

〔1/7〕
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１F-5
 

RCICでの根本原因分析
 

〔2/7〕

再発防止したい事象を「５号機RCICがトリップ」とし，
 背後要因図を作成するとともに対策を抽出

・・・

・・・・

・・・

５号機のRCICが

 
トリップした

５号機の蒸気加

 
減弁開度制御器

 
の信号ケーブルを

 
解線した

５号機RCIC盤に

 
て安全処置の作

 
業表示札と現物

 
が一致した

作業表示札以外

 
に照合できる情報

 
が手元になかった

s

ＲＣＩＣタービン

 
が過速度になった。

定例試験として，

 
ＲＣＩＣを起動

 
した。

・・・
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関係書類を照合するにあたり，照合する図面（ECWD）を間違えた

 ため，機器等の隔離をする際に使用する「作業表示札」に記載される

 情報（クリアランスリスト情報）を書き換えてしまった

ステップ工程表 クリアランスリスト

クリアランス手順書

Ｐ＆ＩＤ

ＥＣＷＤ

５号機の図面を「正」と考え、

 
６号機パネル番号を５号機に修正

６号機と５号機を

 
間違えて印刷

１F-5
 

RCICでの根本原因分析
 

〔3/7〕
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クリアランスリスト〔抜粋〕

福島第一原子力発電所

 

６号機 系統番号：

 

１９

 

系統名：

 

ＲＣＩＣ

 

クリアランスリスト

出力

 
連番

機

 

器

 

先

 

行

 

号

 

機

機器番号

 
（１）

機器名称（１）

操作

 

内容

 

分類

 

名称

操作内

 
容名称

通常状態

 

名称

安

 

全

 

処

 

置

 

区

 

分

パネル

 
番号

ECWD

 

Ｎｏ．
P&ID

 

Ｎｏ．
標準ア

 

イソレ

実施

 

ス

 

テッ

 

プ

復旧

 

ス

 

テッ

 

プ

所

 
掌

 
Ｇ

0001 6
CS:E51-

 
C003

ＣＳ（ＲＣＩＣ

 

ＷＡＴ

 
ＥＲ

 

ＬＥＧ

 

ＰＵＭＰ

 
Ｅ５１－Ｃ００３）

Ｃ

 
Ｓ

CS 停止

 
(STOP)

CS 起動

 
(START)

A
H13-

 
P601

RE1492 37 標準
２－

 

２

５Ａ

 

－２

 

Ａ

Ｔ、

 
Ｇ

0002 6
R/BMCC-

 
6C-6-4D

ＲＣＩＣ

 

ＷＴＲ

 

ＬＥ

 
Ｇ

 

ＰＵＭＰ

 

Ｅ５１－

 
Ｃ００３

電

 
源

NFB 切

 
(OFF)

NFB 入

 
(ON)

A RE1492 124 標準
２－

 

２

５Ａ

 

－２

 

Ａ

Ｔ、

 
Ｇ

0248 6
T6:RE526

 
S01:1

端子（ＥＧＲアクチュ

 
エータ）

ﾋｭｰ

 
ｽﾞ･

 
端

 
子

ﾘﾌﾄ
端子

 

通

 
常状態

A
25-

 
510

RE526
２－

 

１
５Ｂ

Ｔ、

 
Ｍ

0249 6
T6:RE526

 
S01:2

端子（ＥＧＲアクチュ

 
エータ）

ﾋｭｰ

 
ｽﾞ･

 
端

 
子

ﾘﾌﾄ
端子

 

通

 
常状態

A
25-

 
510

RE526
２－

 

１
５Ｂ

Ｔ、

 
Ｍ

0250 6
V-E51-

 
FF002-

 
003_V

ＲＣＩＣポンプ出口圧力

 
計元弁

弁

 
・

 
ダ

 
ン

 
パ

弁 開確

 
認

弁 全開 A 37
２－

 

４
４ Ｔ

１F-5
 

RCICでの根本原因分析
 

〔4/7〕

書き換えた

 パネル番号
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５号機のパネル番号

作業表示札

〔 ６号機用〕

安全処置実施時に，間違った情報が記載された「作業表示札」
 に該当する機器（５号機CV開度制御器（EGR））を隔離するために
 ケーブルを解線した

１F-5
 

RCICでの根本原因分析
 

〔5/7〕
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ＣＰ作成・審査・承認段階

５号機
ＲＣＩＣ

 

がトリッ

 

プした。

ＲＣＩ

 

Ｃター

 

ビンが

 

過速度

 

になっ

 

た。

CV開度

 

制御器

 

の信号

 

ケーブ

 

ルを解

 

線した。

CV開度

 

制御器

 

の信号

 

ケーブ

 

ル解線

 

が継続

 

した。

定例試験

 

として，

 

ＲＣＩＣ

 

を起動し

 

た。

ＣＰ作成者は，誤った図

 
面（ＥＣＷＤ）を印刷、

 
使用してしまった。本人

 
は号機の間違いに気付か

 
なかった。

ＣＰ作成者は，安全処置

 
リストの現場パネル番号

 
を修正した（６号機→５

 
号機に修正）。

パネル番号を変更したこ

 
とが、関係者に伝わらな

 
かった。

ＣＰ審査者は，ＥＣＷＤ

 
の号機の誤りに気付かな

 
かった（図面は確認して

 
いない）。

要 因

原因分析

１F-5
 

RCICでの根本原因分析
 

〔6/7〕

【WＰとは】
系統毎に点検対象機器の作業内

 
容をまとめた文書（設備保全箇

 
所作成）
【ＣＰとは】
作業を実施するための安全処置

 
等を記した文書（当直作成）

ＣＰ作成者は，誤って５

 
号機の図面（ＥＣＷＤ）

 
を印刷、使用してしまっ

 
た。

根本原因

ＷＰ・ＣＰプロセスの検証レビュー方法

 
に弱さがあった

安全処置（ＣＰ）作成・審査・承認プロセ

 
スにおいて弱さ，困難性があった

①図面識別（号機）
②作成段階の書類の確認行為

（図面の照合，作成者引継ぎ等）
③審査における確認ポイント
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安全処置実施段階

５号機

 

ＲＣＩ

 

Ｃがト

 

リップ

 

した。

ＲＣＩ

 

Ｃター

 

ビンが

 

過速度

 

になっ

 

た。

CV開度

 

制御器

 

の信号

 

ケーブ

 

ルを解

 

線した。

CV開度

 

制御器

 

の信号

 

ケーブ

 

ル解線

 

が継続

 

した。

定例試験

 

として，

 

ＲＣＩＣ

 

を起動し

 

た。

原因分析 要 因

１F-5
 

RCICでの根本原因分析
 

〔7/7〕

【WＰとは】
系統毎に点検対象機器の作業内

 
容をまとめた文書（設備保全箇

 
所作成）
【ＣＰとは】
作業を実施するための安全処置

 
等を記した文書（当直作成）

担当以外の号機にて安全処置を実施する

 
際の中操と現場の連絡方法の運用が不明

 
確であった

６号機現場操作員は，操

 
作場所が5号機設備であ

 
ることを６号機中操操作

 
員が理解していると思い，

 
号機について不明確な連

 
絡を6号機中操操作員へ

 
行った。
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再発防止対策〔1/3〕

・ＷＰ・ＣＰプロセスの検証レ

 ビュー方法に弱さがあった

・担当以外の号機にて安全処置を実施

 する際の中操と現場の連絡方法の

 運用が不明確であった

要 因 対策の方向性

・安全処置（ＣＰ）作成・審査・承認プ

 ロセスの一部見直しの実施
①図面の識別化（号機表示の明確化）
②作成段階の安全処置確認時の仕組みの

 強化
○照合確認の強化
○担当者引継時の履歴管理

 
等

③審査時の確認ポイントの明確化

・担当以外の号機で安全処置を行う際

 の中操と現場の連絡方法を明確化

・ＷＰ・ＣＰ作成プロセスの脆弱性の

 再検証・対策の検討

・安全処置（ＣＰ）作成・審査・承認

 プロセスにおける弱さ，困難性が

 あった

①図面識別（号機）
②作成段階の書類の確認行為

（図面の照合，作成者引継ぎ等）
③審査における確認ポイント
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再発防止対策〔2/3〕

対策の方向性

・安全処置（ＣＰ）作成・審査・承認

 
プロセスの一部見直しの実施

①図面の識別化（号機表示の明確化）
②作成段階の安全処置確認時の仕組み

 
の強化

○照合確認の強化
○担当者引継時の履歴管理

 

等
③審査時の確認ポイントの明確化

・担当以外の号機で安全処置を行う際

 
の中操と現場の連絡方法を明確化

・ＷＰ・ＣＰ作成プロセスの脆弱性の

 
再検証・対策の検討

具体的対策

①図面（ECWD等）の号機表示を色別することに

 
より，認識しやすくする。

②安全処置内容を確実に確認するため，新たに

 
『ＣＰ確認者』を設置する。
安全処置内容を追加／変更した場合は，変更箇

 
所を変更理由とともに明確に識別する。
作成者が交替した場合，作業進捗状況と変更履

 
歴を確実に引き継ぐ。

③審査者は安全処置内容についても添付書類と整

 
合確認を行い，適切な安全処置であることを審

 
査する。

①安全処置開始前に処置対象の号機中操に操作内

 
容を連絡し，了解取得後に作業を行う運用とす

 
る。

②複数号機の設備が混在するエリアでは，現場盤

 
に号機を表示して識別を行う。

①ＷＰ/ＣＰプロセスの脆弱性が検出できるよう

 
に，検証プロセスを見直す。

②上記プロセスによる再検証の実施，及び継続的

 
な監視。

③検出された脆弱性への対策の実施。
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再発防止対策〔3/3〕

具体的対策

①図面（ECWD等）の号機表示を色別す

 
ることにより，認識しやすくする。

②安全処置内容を確実に確認するため，

 
新たに『ＣＰ確認者』を設置する。
安全処置内容を追加／変更した場合は，

 
変更箇所を変更理由とともに明確に識

 
別する。
作成者が交替した場合，作業進捗状況

 
と変更履歴を確実に引き継ぐ。

③審査者は安全処置内容についても添付

 
書類と整合確認を行い，適切な安全処

 
置であることを審査する。

①安全処置開始前に処置対象の号機中操

 
に操作内容を連絡し，了解取得後に作

 
業を行う運用とする。

②複数号機の設備が混在するエリアでは，

 
現場盤に号機を表示して識別を行う。

①ＷＰ/ＣＰプロセスの脆弱性が検出でき

 
るように，検証プロセスを見直す。

②上記プロセスによる再検証の実施，及

 
び継続的な監視。

③検出された脆弱性への対策の実施。

管理

平成２２年度 平成２３年度

11

 
月

12

 
月

１

 
月

２

 
月

３

 
月

４月

～９月

10月

～３月

①

②

③

指示文書発行

マニュアル改訂

①

②

指示文書発行

マニュアル改訂

①

②

③

検証プロセスの見直し

再検証

是正処置
予防処置
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